
 - 1 -

令和２年度 沼津市新中間処理施設整備基本設計策定支援業務委託 

公募仕様書  

 

１ 業務委託名 

令和２年度 沼津市新中間処理施設整備基本設計策定支援業務委託 

 

２ 目的 

沼津市（以下「本市」という。）では、平成 26 年３月策定の沼津市新中間処理

施設整備基本構想（以下「基本構想」という。）及び各上位計画に基づき、ごみ

の焼却施設をはじめとした新中間処理施設の整備に向け、低炭素で環境負荷の少

ない循環型社会の形成に資する施設のあり方について必要な事項について、平成

27 年 7 月に沼津市新中間処理施設整備基本計画（以下「基本計画」という。）を

策定した。 

沼津市新中間処理施設整備基本設計策定支援業務委託（以下「本業務」という。）

は、基本計画策定後に事業を諸事情により中断していましたが、この間に新中間

処理施設建設を取り巻く環境の変化や技術の進歩があり、現在の社会情勢により

適した新中間処理施設を建設するため、基本計画で定めた事項について再度検証

し、また、速やかに事業選定業務に着手することが可能となるよう、沼津市新中

間処理施設整備基本設計（以下「基本設計」という。）の策定に関する技術支援

を行うことを目的とする。 

 

３ 履行期間 

 契約締結日から令和３年９月 30 日まで 

 

４ 対象範囲  

 別紙のとおり 

 

５ 業務スケジュール  

 本業務は、以下のスケジュールにて業務を進めていくことを想定している。業

務を進めるにあたり、基本設計を検討する組織として、「沼津市新中間処理施設

整備基本設計庁内検討会」（以下「庁内検討会」という。）及び「沼津市新中間処
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理施設整備基本設計検討委員会」（以下「検討委員会」という。）を設置し、その

開催時期については、進捗状況に合わせて適宜検討を行うものとするが、基本計

画の見直し及び基本設計の策定に関する事項については、令和２年末までに必ず

業務を完了させ、本市にてパブリックコメントを行うものとする。 

≪想定スケジュール≫ 
 
 令和２年度 令和３年度 

5 月  6 月  7 月  8 月  9 月  10 月  11 月  12 月  1 月  2 月  3 月  4 月  5 月  6 月  7 月  8 月  9 月  

基本計画見直し                  

基本設計の策定                  

導入可能性調査                  

庁内検討会及び 
検討委員会の実施 

                 

 

６ 業務の内容 

（１）施設整備に関する基本方針の検討 

平成 27 年７月に策定した基本計画及び令和２年度策定予定である「沼

津市一般廃棄物処理基本計画」との整合性を図りつつ、本市で施設整備を

行う新中間処理施設について、公害防止、余熱利用、最終処分場への負荷

軽減、施設敷地の緑化、周辺環境整備、作業環境、機械設備・土木建築及

び維持管理等に関する施設整備の基本方針について再検討を行う。 

 （２）施設規模の再検討  

    基本計画では新中間処理施設のうち、ごみ焼却施設の規模を 210ｔ/日、

リサイクル施設の規模を 41ｔ/日としているが、今後の人口減少に伴うご

みの減量や災害廃棄物への対応等を考慮し、施設規模の妥当性について再

検討を行う。なお、施設規模の再検討は、令和 2 年 11 月までに完了する

ものとするが、本市にて令和２年度中に、「沼津市一般廃棄物処理基本計

画」の策定を行う予定であるため、それを踏まえ、令和３年度に再度、施

設規模の見直しを行うものとする。 

 （３）計画ごみ質の見直し  

令和元年度中に計画ごみ質の設定を行ったが、令和２年度に「沼津市一

般廃棄物処理基本計画」の策定を行う予定であるため、それを踏まえ、令

和３年度に再度、計画ごみ質の見直しを行うものとする。 
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 （４）炉数の再検討  

    基本計画において、ごみ焼却施設の炉数は２炉としているが、近年のご

み焼却施設の動向、イニシャルコスト、ランニングコスト、炉の運転及び

操作性、維持管理及び補修のしやすさ、操業の柔軟性等を考慮し、炉数の

妥当性について再検討を行う。 

（５）敷地造成、施設配置及び動線計画  

基本計画の配置計画案及び周辺自治会の意見等を基に、建設用地条件

（都市計画、開発行為に係る条件等）を整理した上で、敷地造成、施設配

置及び動線計画の検討を行う。 

施設配置については、現焼却施設解体後を見据え、ごみ焼却施設、リサ

イクル施設、付帯施設、余熱利用施設、調整池、オープンスペース、緑地

帯、市で所有する収集車両駐車スペース、本市職員駐車スペース等の配置

を行うものとし、併せて動線計画についても再検討を行う。その際、敷地

全体での配置計画、各々の施設の使い勝手、将来的なメンテナンスの容易

性等を考慮した上、各々の配置における概算工事費を把握した後、配置計

画を決定する。 

配置計画決定後は、造成工事基本設計を行い、全体事業費（土木工事費、

造成費、調整池施工費、環境啓発施設建設費、現焼却施設解体費等含む）

を算出し、同時に余熱利用施設の事業範囲及び整備スケジュールについて

も決定すること。その際、『循環型社会形成推進交付金交付要領』では、

交付対象事業の経費における「付帯工事」として、「土地造成費は、施設

設置に必要な最小限度の用地造成に必要な工事費（準備工事費を含む。）

をいう。」と定められているため、本事業における最低限の造成工事とし

てみなすことが可能となる範囲について検討を行うこと。 

なお、これらに用いる図面は委託者が提供する測量図を使用することと

する。ただし、資料に不足が生じた場合は、委託者と協議の上、補足調査

を行う。 

（６）事業スケジュールの検討 

環境保全関係法令、土地利用計画関係法令及び災害関係法令等による規

制状況、交付金に係る各種手続き及び必要期間、各種許認可申請の調査手

続き及び必要期間、新中間処理施設整備に伴う必要業務、各施設の建設期
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間等を踏まえた上での事業スケジュールについて検討を行う。 

（７）ごみ処理システムの再検討  

新中間処理施設のごみ処理システムについて、基本計画を基に、「（５）

敷地造成、施設配置及び動線計画」の検討結果を踏まえ、再検討を行う。 

・市民から排出されるごみの処理フロー 

・ごみ処理施設全体処理フロー 

・受入・供給設備 

・燃焼設備 

・焼却ガス冷却設備 

・排ガス処理設備 

・余熱利用設備 

・灰出し設備（らくじん灰の有価処理、焼却灰リサイクル化の検討含む） 

・給水設備 

・排水処理設備 

・リサイクル設備基本処理フロー 

・焼却灰処理フロー（リサイクル化の検討含む） 

 また、下記の処理方式を導入した場合のメリット、デメリット、課題、

導入可能性の有無等について検討を行い、整理を行うこと。 

・バイオマス処理施設 

・SFD 燃料化装置 

・熱源利用プラスチックの外部委託による材料リサイクル及びサーマ

ルリサイクル 

（８）公害防止計画の検討 

基本計画を基に、現在の環境基準を考慮した上、新中間処理施設におけ

る排ガス、排水、騒音、振動、悪臭等に係る自主的な公害防止基準値につ

いて確認し、決定すること。 

これに向け、各種公害防止設備における対象物質の除去率、性能実績等

を勘案し、新中間処理施設における公害防止計画を再設定すること。 

（９）余熱利用計画の検討 

ごみ焼却施設から生じる余熱を場内及び場外で利用する計画について

検討を行う。余熱利用計画の検討にあたり、令和２年度中に本市でサウン
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ディング調査を行う予定であるため、その補助を行い、サウンディング調

査の際の基礎資料をまとめるものとする。また、サウンディング調査実施

時の意見等についても、余熱利用計画へ盛り込むものとする。余熱利用計

画を検討する際は、下記事項に留意すること。 

・余熱利用施設の事業敷地範囲の決定 

・余熱利用施設へ供給可能な熱量の決定 

※循環型社会形成推進交付金の交付要綱を満たすよう留意すること。 

・プラント利用、場内給湯、冷暖房等の検討  

・発電の検討（発電方式、発電規模、売電収入、送電に要する経費等） 

・余熱利用システムの検討 

・場外余熱利用方式の検討 

【本市で行うサウンディング調査について】 

現在計画中である温水プールを軸に、当該敷地周辺に関する各種計画、

公共又は民間で実施されている事業、今後実施予定の事業等を踏まえ、

本市の将来的な当該エリアの在り方について検討を行い、民間活力の導

入に関する調査を実施予定である。 

 （10）その他新中間処理施設を整備するために必要な検討 

（１）から（９）の検討のほか、新中間処理施設を整備するために必要

となる下記事項について検討を行う。 

・環境啓発施設の内容 

・防災拠点としての位置付け 

・ユーティリティ条件（電気、ガス、上下水道等）の整理及び方針検討 

・ガスコージェネレーションシステムの導入 

（11）事業手法の検討 ≪導入可能性調査≫ 

   （２）から（10）の検討結果を踏まえ、下記①から⑤に対して検討を行

うこと。 

① 事業方式の整理 

新中間処理施設の整備から稼働後の運転管理や維持補修までの事業

全体（以下「本事業」という。）を見据えた中で、従来型の発注方式（性

能発注方式）、PFI 的手法である DBO 方式及び PFI 手法である BTO 方

式等について、概要、公共及び民間のリスク及び役割分担、導入事例等
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を整理し、新中間処理施設の整備を行う際に PFI 手法を採用する場合

の各事業方式における特徴を明らかにすること。 

② 事業方式の動向調査 

国内における類似事業の事例等を参考に、PFI 等への適用条件等につ

いて整理し、事業の実態を明らかにすること。また、プラントメーカー

は BTO 方式の事業への参画を控える傾向があるため、その要因を詳細

に調査し、本市で BTO 方式により事業を行った場合の可能性の有無に

ついて明確に判断を行うこと。 

③ 民間事業者への意向調査の実施 

見積条件の設定を行い、民間事業者に対し見積徴取、アンケート、ヒ

アリング等により、PFI 等を適用する場合の参入の可能性及び希望条件、

資金調達の可能性等を調査するとともに、コスト縮減効果、事業参画に

関する課題等を整理すること。 

④ 本事業における経済性等の検討 

本事業に PFI 方式を用いて実施する場合の事業範囲及び期間、公共

及び民間のリスク及び役割分担、法的課題、事業期間中のモニタリング

等の試算条件を設定し、各事業方式における VFM の試算をはじめとし

た事業化シミュレーションを行い、一般財源額、起債額、交付金交付額

等を考慮した上で、最適な事業方式を検討すること。また、併せて事業

終了までに必要な業務の洗い出しを行い、検討した事業スケジュールに

基づき、財政計画を立てること。 

⑤ 課題の整理とまとめ 

①から④までの検討過程で明らかとなった課題を整理するとともに、

検討結果に基づき本事業への PFI 等の導入可能性をまとめること。 

（12）庁内検討会及び検討委員会の運営支援 

基本設計を検討する庁内検討会及び検討委員会の運営支援を行うこと。

支援内容は、以下のとおりとする。 

・庁内検討会及び検討委員会用資料の作成 

・検討委員会参加及び資料説明（計６回程度） 

・検討委員会議事録作成（要点議事録・文字起こし） 
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 （13）循環型社会形成推進地域計画変更のための必要資料作成 

現在環境省へ提出を行っている地域計画は、令和２年度から令和６年度

までの第２期地域計画である。本業務を実施することにより、地域計画記

載内容が変更となるため、地域計画を変更とするための補助業務全般を行

うこと。その際、令和２年度に別途策定を行う「沼津市一般廃棄物処理基

本計画」の事項も踏まえること。 

 （14）清水町との建設費負担割合算出のための資料作成 

本市で建設を行う新中間処理施設であるが、施設完成後も現在と同様に

清水町からの一般廃棄物を受け入れる予定であるため、建設費の一部を清

水町に負担していただく予定である。負担金額算出方法は今現在検討中で

あるが、決定次第、負担割合を算出するための基礎資料を作成すること。 

 （15）パース図の作成 

施設配置計画が決定した後に、パース図を４枚程度作成する。 

 

７ 資料提供 

本業務において、以下の資料を委託者から受託者へ提供する。ただし、これら

の資料については委託者の承諾を得ずに第三者へ提供してはならない。 

（１）平成 25 年度沼津市新中間処理施設整備に係る測量業務委託 

成果品一式（平面図、縦横断図等：JWW 形式及び SFC 形式） 

（２）平成 25 年度沼津市新中間処理施設整備基本構想策定技術支援業務委託

成果品一式 

（３）平成 26 年度沼津市新中間処理施設整備基本計画策定技術支援業務委託

成果品一式 

（４）沼津市一般廃棄物処理基本計画（平成 23 年３月策定） 

（５）その他、受託者の申し出により、委託者が必要と認めた資料 

 

８ 成果物  

本業務における成果物は、以下のとおりとする。また、業務を行う上で得られ

た図面、資料、記録、その他本業務の過程で作成した資料、電子データ等の著作

権については、委託者に帰属する。 

（１）沼津市新中間処理施設整備基本設計（Ａ４版） 150 部 
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（２）打合せ記録 一式 

（３）上記（１）～（２）の電子データ（CD 又は DVD） 一式 

※ファイル形式は、図面については JWW 及び SXF 形式、図面以外の文書

等については Word 及び Excel 形式とする。ただし、委託者の了解を得

た場合、この限りではない。 

 

９ 支払方法  

本契約における支払いは、部分払い１回及び完了払いとし、それぞれの支払 

額及び支払時期は次のとおりとする。 

令和２年度   円（基本設計策定業務完了時） 

               ※ただし導入可能性調査部分を除く 

令和３年度   円（業務完了時） 

  受託者は、「６ 業務の内容（１）～（５）、（７）～（10）、（14）」及び

これに伴う検討会が完了した場合においては、令和２年度に当該業務に

ついて沼津市業務委託契約約款第 30 条及び第 31 条の規定に基づく手続

きに準じて部分払いを請求することができるものとする。 

 

 


